
毎週木曜日・19時まで（祝祭日・年末年始を除く）

　市庁舎本館市民課と各総合支所市民生活課では、毎週木曜日に次の窓口業務を延長して
行っています。なお、下記以外の窓口業務は、通常どおり17時15分までです。

印鑑登録、戸籍謄本・戸籍抄本・住民票・印鑑証明書の交付。詳しくは、市庁舎本館市民課
市民係（内線2424）へ。

■第５回地域審議会の日時・場所

小松地区
地域審議会

11月21日(火)
13時30分
11月22日(水)
13時30分
11月27日(月)
13時30分
12月１日(金)
13時30分

東予地区
地域審議会
丹原地区
地域審議会

西条地区
地域審議会

市庁舎本館
５階大会議室
東予総合福祉セン
ター　２階会議室

小松総合支所
２階ホール

丹原総合支所
３階第31会議室

審議会名 日　　時 会　　　場

『責任を持ってごみを出しています』
とアピールするためにも、指定ごみ
袋等に必ず記名してください。
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